
「安全衛生推進者」養成講習 （第２回） 

安全衛生推進者の選任はお済みですか？ 

 
          主催： 一般社団法人三田労働基準協会 

一般社団法人大田労働基準協会（幹事） 
一般社団法人品川労働基準協会・渋谷労働基準協会 

 
労働安全衛生法の第１２条の２により、常時使用する労働者数が１０人以上５０人未満の事業場に

おける安全衛生管理体制の充実を図るため「安全衛生推進者」を選任し、その者に安全衛生に関する

一定の業務を担当させることが義務付けられております。つきましては、未だ推進者を選任していな

い事業場につきましては、この機会に受講して資格を取られますよう、ご案内申し上げます。 
 

１ 日 時  ２０２０年１１月２６日（木）・２７日（金） ２日間 

       １日目 ９：３０～１６：００ （開場 9:１５） 

       ２日目 ９：３０～１６：００ （開場 9:１５） 

２ 会 場  三田労働基準協会１Ｆ研修センター 

 港区芝４－４－５（裏面案内図参照） 

３ 研修科目 厚生労働省労働基準局長の定めるカリキュラムによる 

（講師：労働衛生コンサルタント、テキスト〔中災防発行〕） 

４ 修了証  全科目受講された方（遅刻早退不可）に、２日目の研修終了後交付します。 

５ 定 員  ２０名（先着順） 

６ 受講料【消費税込】  

会  員 10,000 円（会員は協会でテキスト代 1,430 円 を助成します）  

会員以外 11,430 円 

７ 申込方法等 

  ①受講申込：裏面「申込書」により当協会あて Fax（０３-３４５１-７６９２）してください。 

  ②申込受付と受講料の振込：受講可能な場合は受講番号を記入のうえ「受講票」として申込担 

当者に Fax いたします。（申込書に必ず Fax 番号をご記入ください） 

受講料は、１１月１６日までに次の銀行口座にお振込みください。 

（振込手数料はご負担願います） 

 

 

 

 

 

③受講の取消：１１月１９日までの取消しは、受講料を全額返金いたします。（振込手数料はご負担

願います。）それ以降の取消しは返金できませんので予めご承知おきください。 

④受講者は、Fax された受講票を当日お持ちになり、受付に提出してください。 

また、二日目は修了証受領のため印鑑をご持参ください。 

８ 新型コロナウイルス感染症予防のためマスク着用にて出席お願いします。また、感染症の状

況によっては中止する場合があります。 
 
〔注〕１ 「安全衛生推進者」・「衛生推進者」の業種区分 （事業場（企業単位ではありません）の規模は 10 人～49 人） 

   業    種 

安全衛生推進者 

製造業、建設業、運送業、清掃業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業、機

械修理業、各種商品卸売業、各種商品小売業、家具･建具･什器等卸売業、家具･建具･什器等小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、林業、鉱業、 

衛生推進者 上記以外の全ての業種 

２「安全衛生推進者」（（ ）内は「衛生推進者」）の選任基準 

  ①大学・高専卒業後 1 年以上の産業安全（衛生）の実務経験者、②高校卒業後 3 年以上の産業安全（衛

生）の実務経験者、③5 年以上の産業安全（衛生）の実務経験者、④安全衛生（衛生）推進者養成講習

の修了者、の中から選任します。 

・銀行名：三菱ＵＦＪ銀行 田町支店      ・口座番号：普通口座 ０３９７９６３ 

・口座名義：一般社団法人三田労働基準協会  ・住所：港区芝４－４－５ 

 なお、振込人名の前に講習会月日を記入してください（例 １１２６ ○○カイシャ） 



●                         ● 

受付日  受講番号  

                                             
「安全衛生推進者」養成講習(第２回) Fax 申込書 兼 受講票 

申込 Fax 送付先 一般社団法人三田労働基準協会（Fax 03‐3451‐7692） 
 

実施日：２０２０年１１月２６日（木）9:30～16:０0 開場 9:1５ 
    ２０２０年１１月２７日（火）9:30～16:０0 開場 9:1５ 

    

事業場事項欄 会員非会員の別 
・三田協会員   ・大田・品川・渋谷協会員 

・4 協会員以外    （いずれか○を付して下さい） 

事業場名  

所 在 地  

申込担当者職氏名  

電 話  Ｆax（受講票返信用）  

受講者事項欄（2 名以上の場合、コピーいただくか名簿を作成しご提出下さい） 

受講者氏名
ふ り が な

  

生 年 月 日 昭和・平成    年   月   日 性別 男 ・ 女 

住    所  

 

注： １ 修了証作成のため、氏名・生年月日は楷書で正確に記入してください。 

２ 本受講票を持参し受付にご提出下さい 

３ 修了証受領のため、印鑑をご持参下さい。 

4 修了証は、幹事の一般社団法人大田労働基準協会名で発行されます。紛失された時の再発行等

の手続きは一般社団法人大田労働基準協会になります。（手数料等が必要です） 

５ 個人情報は、研修及び修了証発行管理目的以外に利用することはありません。 

                                                                       
  

      会場案内図 

 

(一社)三田労働基準協会ビル   

１階研修センター 

    港区芝 4-4-5 
 
  

最寄駅 

●都営地下鉄三田駅 

A９出口徒歩１分 

●JR 田町駅 

三田口(西口)徒歩 8 分 

 

 

 
協会使用欄  


